
 

 

 

２０２１年６月１８日 

 
ＬＧＢＴに対応した住宅ローンの取扱開始について 

～同性パートナーお二人でもご利用可能～ 
 

武蔵野銀行（頭取 長堀 和正）では、ＬＧＢＴ注 1 に対する社会的関心の高まりを踏まえ、  

２０２１年７月１日（木）より、同性パートナー同士でご利用可能な住宅ローンの取扱い  

「ＬＧＢＴ特例」を開始いたしますので、お知らせします。 

 

近年、同性であるカップルに対し婚姻と同等のパートナーシップであることを承認する  

「パートナーシップ制度」の導入が各自治体で進んでおり、埼玉県内における導入自治体は

１２市町に及んでいます。 

当行ではこうした社会的な背景のもと、ＬＧＢＴの方々について住宅取得時の選択肢を 

拡大すべく、住宅ローンにおいて一定条件のもと、同性パートナーお二人での借入れ   

（ペアローン）や収入合算の取扱いを可能といたします。なお、ＬＧＢＴに対応した住宅    

ローン取扱いは、埼玉県内金融機関で初めてとなります。 

 

当行では、ＳＤＧｓ宣言に掲げる「全ての人々が自分らしく、健康で幸福に生活できる  

社会」の形成を目指し、積極的に取組んでまいります。 
 

≪ＬＧＢＴ特例の概要≫ 

項目 内容 

特例の内容 

法律婚における夫婦と同様、同性パートナー同士でも「ペアローン」や

「収入合算」による住宅ローンのお取扱いが可能です。 
・ペアローンとは、同一物件に対して、２名がそれぞれ住宅ローン契約を行い、相互に

連帯保証および担保提供をいただく住宅ローンの形式です。 
・収入合算とは、どちらか一方の方が住宅ローン契約を行い、その契約に対しもう一方の

方が連帯保証を行うことで、お二人の収入を合算したもので、住宅ローン審査が可能な
仕組みです。 

ご利用 

条件 

「合意契約」注 2 および「任意後見契約」注 3 に係る公正証書の正本または

謄本のご提出をいただきます。 

対象商品 当行の住宅ローン商品全般でご利用いただけます。 

  
注 1 ＬＧＢＴとは、Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バイセク

シュアル、両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、身体的性別と性自認が一致しない人        
（性同一性障害を含む））の頭文字をとり、「性的少数者」の総称として使われる用語です。 

注 2 お二人が共同生活を営むにあたり、当事者間において、次の事項が明記された公正証書をいいます。 
・二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること 
・二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、その共同生活に必要な費用を分担する 
 義務を負うこと 

注 3 お二人が相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書をいいます。任意後見契約は、
将来本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務に  
ついて、あらかじめ任意後見受任者（任意後見契約の効力が生じた後は「任意後見人」と呼ばれます）
に代理権を付与する委任契約を締結することです。 

以  上  報道機関からのお問い合わせ先 

営業統括部 営業企画室 関口 

TEL：048-641-6111（代） 内線 2365 


